
議案第３４号 

 

石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて 

 

　石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を求める。 

 

　　令和８年２月２４日　提　出 

 

石岡市長　谷　島　洋　司 

 

　　　提　案　理　由 

　令和８年４月１日に，石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷を民間

事業者へ無償譲渡することに伴い，基金の目的及び処分を市内観光施設整備

及び維持管理に変更するため。 

 



石岡市基金条例の一部を改正する条例 

 

石岡市基金条例（平成17年石岡市条例第71号）の一部を次のように改正す

る。 

 

別表積立基金石岡市ふれあいの森施設整備等基金の項を削り，同表石岡市

観光施設整備等基金の項中「石岡市ふれあい交流施設」を「市内観光施設」

に改める。 

 

　　　附　則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。


